
デ
フ
レ
か
ら
の
早
期
脱
却
と
経
済

再
生
の
実
現
、
財
政
健
全
化
を

喫
緊
の
課
題
に
掲
げ
、
安
倍
政
権
で
は

「
大
胆
な
金
融
政
策
」「
機
動
的
な
財

政
政
策
」「
民
間
投
資
を
喚
起
す
る
成

長
戦
略
」
と
い
う
「
三
本
の
矢
」
を
一

体
と
し
て
強
力
に
推
進
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
今
年
１０
月
１
日

に
、
自
民
党
と
公
明
党
か
ら
「
民
間
投

資
活
性
化
等
の
た
め
の
税
制
改
正
大

綱
」
が
公
表
さ
れ
た
。
大
綱
に
は
、
中

小
企
業
向
け
の
数
多
く
の
減
税
措
置
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

産
業
競
争
力
強
化
法（
案
）の

施
行
日
が
影
響
す
る
改
正
が
多
い

本
来
は
予
算
編
成
過
程
で
同
時
に
税

制
改
正
に
つ
い
て
決
定
す
る
の
だ
が
、

今
般
の
改
正
は
同
日
に
決
定
さ
れ
た
２

０
１
４
年
（
平
成
２６
年
）
４
月
か
ら
の

消
費
税
率
８
％
へ
の
引
上
げ
に
伴
う
経

済
対
策
と
成
長
力
強
化
の
た
め
の
総
合

的
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

通
常
の
年
度
改
正
か
ら
切
り
離
し
て
前

倒
し
で
決
定
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
国

会
で
与
党
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
状

況
か
ら
、
大
綱
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内

容
は
ほ
ぼ
予
定
ど
お
り
実
現
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
改
正
内
容
の

多
く
が
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
案
）

の
施
行
日
か
ら
遡
及
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
点
だ
。
産
業
競
争
力
強

化
法
（
案
）
は
、
１０
月
１５
日
に
閣
議
決

定
さ
れ
、
第
１
８
５
回
臨
時
国
会
に
提

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
法（
案
）

は
、
年
内
に
国
会
審
理
さ
れ
、
平
成
２６

年
１
月
以
降
に
施
行
予
定
と
な
る
。

こ
の
た
め
実
際
に
税
額
控
除
等
が
で

き
る
の
は
、
平
成
２６
年
４
月
１
日
を
含

む
事
業
年
度
と
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
３
月
決
算
で

あ
る
法
人
の
場
合
に
は
、
平
成
２６
年
４

月
１
日
開
始
事
業
年
度
か
ら
適
用
開
始

と
な
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
十
分
に
注

意
さ
れ
た
い
。

な
お
、
年
末
に
向
け
て
、
復
興
特
別

法
人
税
の
一
年
前
倒
し
で
の
廃
止
、
法

人
実
効
税
率
の
引
下
げ
、
自
動
車
取
得

税
お
よ
び
自
動
車
重
量
税
の
見
直
し
な

ど
、
平
成
２６
年
度
税
制
改
正
と
し
て
行

う
べ
き
措
置
等
に
つ
い
て
は
引
き
続
き

検
討
を
進
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
税
制
改
正
に
も
注
意
を
払
っ

て
お
き
た
い
。

●

減税の内容や適用条件などを図説！

税制改正大綱では
こんな投資減税措置が
盛盛りり込込ままれれている

木村英幸

１０月１日に発表された「民間投資活性
化等のための税制改正大綱」。本稿で
は、この大綱の中で中小企業にとって重
要となる改正項目を取り上げて、図解で
見ていく。

税理士法人おおたか
税理士
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�生産性向上設備投資促進税制（新設）

「先端設備」の導入等で特別償却等を適用
▼一定規模の「先端設備」や、「生産ラインやオペレーションの刷新・改善のための設備」を
取得し事業の用に供した場合、特別償却または税額控除の選択適用可能

≪特別償却≫
平成２８年度

５０％

２５％

�
�

≪税額控除：法人税額の２０％を上限≫
平成２８年度

４％

２％

（注）産業競争力強化法（案）の施行日から適用

・先端設備（ソフトウェア以外は旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上するもの）

用途・細目

限定なし

ロール

試験・測定機器、

サーバー用パソコン※など

断熱材および断熱窓

照明設備など

稼働状況等を分析等するもの

※中小企業者等のみ適用可

・生産ラインやオペレーションの刷新・改善のための設備（改善設備）
経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された設備（機械装置、工具、器具備品、建物、建物

付属設備、構築物およびソフトウェア）で投資利益率が１５％以上（中小企業者等は５％以上）のもの

平成２５年度中（注）～平成２７年度

即時償却

即時償却

平成２５年度中（注）～平成２７年度

５％

３％

販売開始

（最新モデル）

１０年以内

４年以内

６年以内

１４年以内

５年以内

取得価額

１６０万円以上

１２０万円以上

７０万円以上

償却額

（うち建物、構築物）

控除割合

（うち建物、構築物）

種類

機械装置

工具

器具備品

建物

建物付属設備

ソフトウェア※

選択
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